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告 
 
 
 

示 

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
用 

 

地 
 

課
）
一
○
三 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
環
境
生
活
政
策
課
）
一
○
五 

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
農

地

整

備

課
）
一
○
五 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退 

 
 
 
 
 
 
 

（
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
）
一
○
五 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
岐
阜
農
林
事
務
所
）
一
○
五 

               

  
 

第

二

千

三

百

二

十

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
火
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

四

年

二

月

十

四

日 
  
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
六
十
二
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

 
 

中
津
川
市 

二 

事
業
の
種
類 

 
 

（
仮
称
）
本
町
せ
せ
ら
ぎ
広
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
） 

三 

起
業
地 

 

１ 

収
用
の
部
分 

 
 
 

岐
阜
県
中
津
川
市
本
町
二
丁
目
地
内
（
以
下
「
本
件
起
業
地
」
と
い
う
。
） 

 

２ 

使
用
の
部
分 

 
 
 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

 
 
 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
中
津
川
市
が
事
業
主
体
と
な
り
、
本
件
起
業
地
に
（
仮
称
）
本
町
せ
せ

ら
ぎ
広
場
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。 

 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 
 
 
 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
四
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

ペ
ー
ジ 
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起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
お
い
て
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る

充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。 

 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

 
 
 
 

中
津
川
市
は
、
古
く
は
中
山
道
や
東
山
道
、
現
在
は
Ｊ
Ｒ
中
央
線
や
中
央
自
動
車
道
、
一
般

国
道
十
九
号
な
ど
が
走
り
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
て
き
た
。
ま
た
、
本
件
起
業
地
の
あ
る

中
津
川
市
本
町
地
域
（
以
下
「
本
地
域
」
と
い
う
。
）
は
、
本
陣
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
中
山

道
中
津
川
宿
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
地
域
で
あ
る
が
、
明
治
以
降
の
新
た
な
繁
華
街
か
ら
は
離

れ
て
い
た
た
め
、
現
在
で
も
、
中
山
道
沿
道
を
中
心
に
古
く
か
ら
の
街
並
み
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
。 

 
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
本
地
域
は
、
密
集
し
た
市
街
地
の
上
、
古
く
か
ら
の
街
区
、
街
並
み
の
多

く
が
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
残
っ
て
い
る
た
め
、
一
度
火
災
が
起
き
れ
ば
非
常
に
延
焼
し
易
い
危

険
な
環
境
に
あ
る
。
特
に
中
山
道
沿
道
に
つ
い
て
は
、
「
曽
我
家
」
や
、
「
は
ざ
ま
酒
造
」
の

よ
う
な
江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
期
の
貴
重
な
建
物
が
軒
を
連
ね
て
い
る
も
の
の
、
景
観

計
画
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
古
い
木
造
建
築
物
を
保
全
す
る
こ
と

も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
安
易
に
鉄
筋
・
鉄
骨
造
に
改
築
す
る
こ
と
に
よ
り
防
災
・
防
火
対
策
を

行
う
こ
と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
街
並
み
景
観
に
配
慮
し
つ
つ
、
防
火
帯
と
な

る
空
地
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
り
延
焼
対
策
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
貴
重
な
歴
史
的
・
文
化
的

遺
産
で
あ
る
中
津
川
宿
の
街
並
み
が
一
度
に
消
失
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
更
に
、
中
津

川
市
は
、
東
海
・
東
南
海
・
南
海
地
震
に
よ
り
大
き
な
被
害
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
、
大
規

模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
基
づ
く
「
東
海
地
震
に
係

る
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
」
及
び
東
南
海
、
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
基
づ
く
「
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災

対
策
推
進
地
域
」
の
双
方
に
、
岐
阜
県
内
で
唯
一
指
定
さ
れ
る
な
ど
、
災
害
に
対
し
十
分
な
備

え
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
地
域
か
ら
近
隣
の
避
難
場
所
へ
避
難
す
る
に
は
、
火

災
や
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
古
い
木
造
建
築
物
や
、
道
路
の
幅
員
が
狭
い
危
険
箇
所
を
通
っ
て
避

難
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 
 
 
 

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
災
害
時
の
防
火
帯
を
兼
ね
た
避
難
場
所
及
び
復
旧
活
動
の
拠
点

が
確
保
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
日
常
に
お
い
て
は
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
等
の
た
め
に
多

目
的
に
利
用
で
き
る
広
場
と
し
て
の
活
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 

な
お
、
本
件
事
業
が
生
活
環
境
等
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は
環
境
影
響
評

価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
の
実
施
対
象
外
の
事
業
で

あ
る
が
、
起
業
者
が
任
意
で
環
境
へ
の
影
響
の
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
騒
音
、
振
動
等
に
つ

い
て
環
境
基
準
等
を
満
た
す
も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。 

 
 

㈡ 

失
わ
れ
る
利
益 

 
 
 
 

起
業
者
に
よ
る
と
、
本
件
起
業
地
に
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）

に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
や
、
希
少
な
動
植
物
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
失

わ
れ
る
利
益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

㈢ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

 
 
 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
本
地
域
内
の
三
案
に
つ
い
て
、
社
会
的
条

件
、
経
済
的
条
件
、
技
術
的
条
件
か
ら
総
合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
本
件
起
業
地
が
選
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
選
定
は
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比

較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

 
 
 
 

３
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
山
道
の
街
並
み
が
一
度
に
消
失
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

㈡ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

 
 
 
 

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
の
範
囲
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
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た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。 

 
５ 
結
論 

 
 
 

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
充
足

す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

 
 

中
津
川
市
役
所
基
盤
整
備
部
用
地
対
策
室 

     
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

子
供
達
と
最
先
端
科
学
技
術
の
架
け
橋 

岐
阜 

三 

代

表

者

の

氏

名 

森 

英
信 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
岐
阜
市
矢
島
町
二
丁
目
五
五
番
地
の
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
全
国
の
子
供
達
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、

科
学
に
対
す
る
興
味
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
科
学
分
野
に
お
け
る

創
造
性
に
関
す
る
事
業
を
行
い
科
学
教
育
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

 

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事

業 事

業

の

種

類 

市

之

枝

地

区 

施

行

に

係

る

地

区

名 

平
成
二
三
・
一
二
・ 

二 

工

事

完

了

年
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